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移動式粉末消火設備等の点検に係る留意事項について（依頼） 

 

時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、平成 28 年 6 月 1 日から「消防設備等の点検基準及び点検要領」の一部改正に

より、移動式粉末消火設備等（ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備）の加圧用ガス容

器等のバルブ類点検が追加されました。 

今般、（一財）日本消防設備安全センターから、別添のとおり、点検に係る留意事項が

示されました。 

つきましては、点検実施の際には、留意事項を了知のうえ、遺漏の無いようよろしく

お願います。 
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移動式粉末消火設備等の点検に係る留意事項について（依頼） 

 

 当安全センター事業の推進につきましては、平素から多大なご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

 さて、平成２８年６月１日から消防用設備等の点検基準及び点検要領の一部改正により

「加圧用ガス容器容器弁のバルブの開放が容易にできること。」の確認が、新たに点検項目

として追加されました。 

これに伴い、加圧用ガス容器のバルブ類の点検を行ったことを明確化するための「容器弁

バルブ類点検済証」の貼付をお願いしているところですが、その点検の際における留意事項

について、消防庁から別添の内容を点検実施者に周知するよう依頼がありました。 

 つきましては、大変ご多忙のところ恐縮ですが、貴協会ホームページに掲示するとともに、

各種講習会、研修会等の機会を捉え点検実施者にお知らせ下さるようお願いいたします。 
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